
 

 

 

幸せを感じ取る力は、あらゆるものに心から感謝して生きることによって育まれるそうです。      

ところが、日々の小さな幸せを当たり前と思ってしまう私にとって、この事は想像以上に難しいものでした。 

「感謝」の反対語が「当たり前」だと日本経営道協会の市川先生から教わりました。そして、「感謝は頭でわかっ

ていても身につかない、言葉に出して言わないと相手に伝わらない」という当たり前のことを学びました。とにか

く、自分に起こる事のすべてに「ありがとう」と言うことから始めると良いみたいです。例えば、朝を迎えることが

できたことに「ありがとう」、朝食を用意してくれた妻に「ありがとう」、新聞を配達してくれた青年に「ありがと

う」など。「ありがとう」という言葉は人をポジティブにする力を持っているようにも思います。さらに、「ありがと

う」に続けて「感謝します」と言うと、念仏よりも効果があると聞いております。せちがらい世の中だからこそ、当

たり前で片づけてしまうような日常のささいな事から感謝したいと思います。 

 本年一年間にわたって、コアインフォメーションへ記事を掲載させていただいたことと、 

何よりも拙い文章をお読みいただいた読者の皆様に心より感謝いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

毎年、この季節がやって来ると、本当に頭の痛くなるような気持になりますね。 

そんな作業を少しでも円滑に進めるために、11 月に準備すべきことを以下で確認してみましょう。 

【書類の確認】  ①配布した書類は回収できましたか？→なるべく早めの回収を心がけましょう。 

               ②控除証明書の添付はありますか？ 

                       ◆生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書 

                       ◆小規模企業共済等掛金控除証明書 

                       ◆社会保険料控除証明書（国民年金保険料、国民年金基金） 

 

               ③配偶者の所得確認、扶養親族等の異動はありませんか？ 

 

               ④住宅ﾛｰﾝ控除（2 年目以降）を適用する場合の書類を確認しましたか？ 

                       ◆給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 

                       ◆年末借入残高証明書 

 

               ⑤年の途中入社の年末調整対象者はいますか？→前職の源泉徴収票を回収しましょう。 

【来年分の扶養控除等申告書の確認】 

               ①来年１月の給与を受け取る人から回収できましたか？ 

 

②住所、配偶者、扶養親族等の異動はありませんか？→異動がある場合には、 

基本情報の修正を忘れないようにしましょう。             （MyKomon 税務情報より引用）


